
地籍調査事業実施等区域図

■　閲　覧

■　測　量

地
籍
調
査
と
は
？

地
籍
調
査
と
は
、
国
土
調
査
法

に
基
づ
き
、
一
筆
ご
と
の
土
地
の

所
有
者
・
地
番
・
地
目
・
境
界
を

調
査
、
測
量
す
る
も
の
で
す
。
そ

の
成
果
は
、
県
の
認
証
、
国
の
承

認
を
得
た
後
、
「
地
籍
図
」
お
よ

び
「
地
籍
簿
」
と
し
て
登
記
所
に

送
付
さ
れ
、
登
記
に
反
映
さ
れ
ま

す
。

な
ぜ
調
査
が
必
要
な
の
？

現
在
の
登
記
所
に
あ
る
地
図
は
、

明
治
時
代
の
地
租
改
正
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
地
図
（
公
図
ま
た
は
字

絵
図
）
を
基
に
し
た
も
の
が
多
く
、

土
地
の
境
界
が
不
明
確
で
あ
っ
た

り
、
測
量
も
不
正
確
で
あ
っ
た
り

し
ま
す
。
ま
た
、
長
い
年
月
の
間

に
行
わ
れ
た
土
地
の
異
動
（
分
合

筆
、
売
買
な
ど
）
が
未
登
記
と
な

っ
た
ま
ま
で
、
実
態
と
大
き
く
食

い
違
い
が
生
じ
て
い
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
一
筆
ご
と
の
土
地
に

つ
い
て
地
籍
調
査
を
行
い
、
最
新

の
測
量
技
術
を
駆
使
し
、
土
地
の

実
態
を
正
確
に
反
映
し
た
「
地
籍

図
」
お
よ
び
「
地
籍
簿
」
を
作
成

し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

地
籍
調
査
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

地
籍
調
査
を
行
う
こ
と
で
、

○
大
規
模
な
災
害
で
土
地
の
形
状

が
変
わ
っ
て
も
、
元
の
境
界
を

正
確
・
早
期
に
復
元
で
き
る
。

○
土
地
の
境
界
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然

に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

○
面
積
や
境
界
が
明
確
に
な
り
、

土
地
取
引
が
円
滑
に
で
き
る
。

○
公
共
工
事
な
ど
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
。

な
ど
多
く
の
利
点
が
あ
り
ま
す
。

本
年
度
の
事
業
予
定
は
？

地
籍
調
査
成
果
の
閲
覧

◇
会
場　

駄
知
支
所
、
西
部
支
所

◇
時
期　

10
月
下
旬
（
予
定
）
か

ら
、
土
・
日
曜
日
を
含
む
20
日
間

◇
対
象
区
域　

駄
知
町
の
下
図
①
、

下
石
町
の
下
図
②
の
区
域

立
ち
会
い
済
み
区
域
の
測
量

◇
時
期　

６
月
上
旬
か
ら
翌
年
３

月
上
旬
ま
で

◇
対
象
区
域　

下
石
町
の
下
図
③

の
区
域

■
問
い
合
わ
せ　

地
籍
調
査
推
進

室
（
内
線
５
０
５
）

本
年
度
の
事
業
地
区
は
下
石
町
と
駄
知
町

〜
杭
を
残
し
て
悔
い
を
残
さ
ず
〜

進
ん
で
い
ま
す　
地
籍
調
査

３

２

１

●総合病院

●
総合公園

●総合病院

●
総合公園
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